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鶴ヶ島市立藤中学校 いじめ防止基本方針 

はじめに 

いじめは，いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を

生じさせる恐れがあるものである。 

学校は生徒の尊厳を保持する目的のもと、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭そ

の他の関係者が連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推

進法（以下、「法」という）第１３条の規定に基づき、校長が、いじめの防止等（いじめ

の防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するために策定する。 

 

１ いじめに対する基本姿勢 

「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識をもつこと 

「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」という危機意識をもつこと 

「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念をもつこと 

本校においては、この３つの考え方を基本に、家庭・地域等と連携を図り、自校の課題

を見出し、生徒の実態に応じた取組を推進する。また、市教育委員会（以下、「市教委」

という）や関係機関等と連携し、「いじめの防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する

措置」を適切に行う。 

(1) 学校としてなすべきこと 

① いじめに対する正しい認識について共通理解すること 

・ いじめは人間として絶対に許されない行為であり、いじめをはやしたてたり傍観したり

する行為もいじめる行為と同様に許されないと強く認識する。 

・ 生徒に対して、いじめられている人を助けることは、いじめている人を助けることにも

なると認識する。 

・ 教職員一人一人がいじめ問題の重要性を正しく認識し、生徒のわずかなサインもキャ

ッチできるよう、定期的なアンケートの実施及び面談を行う。また、教職員間及び保護

者との連絡を密にし、情報交換や共通理解を図る。 

・ 校内研修会を実施し、教職員のいじめに対する感度を高めるとともに、正しく認識

し、組織的な体制を整える。 

② 教育相談活動を充実し、全教育活動を通した生徒指導の展開を図ること 

・ 「いじめはどの学校でもどの子にも起こりうる」という危機意識をもつ。 

・ 定期的なアンケートを実施するとともに教育相談活動を充実することで、いじめへの

対処療法的な対応にとどまらず、全教育活動を通した積極的な指導を展開する。 

・ いじめの早期解消に向けて、いじめ防止対策委員会等で、全教職員で継続的に取り組

む。 
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③ 家庭・地域・関係機関との連携を深めること 

・ いじめの未然防止や早期発見や、いじめられている子を最後まで守り抜くために、学校

だけで取り組むのではなく、家庭・地域・関係諸機関と連携する。 

・ 日頃より、保護者とコミュニケーションを密にし、信頼関係を築く。 

・ 必要に応じ、児童相談所・警察等の地域の関係機関・相談機関と連携し協力関係を築

く。 

④ 「いじめ撲滅強化月間」での効果的な取組の強化を図ること 

・ １１月の埼玉県「いじめ撲滅強調月間」において、生徒の自主的・自発的な取組を中

心に全校でいじめ撲滅に向けた取組を行う。 

(2) 教職員としてなすべきこと 

① いじめを見抜く感性を磨くこと 

いじめは、教職員の目の届きにくいところで起こることを念頭に、教職員自身がいじめ

を見抜く感性を磨く。 

② 不安や悩みを受容する姿勢を持つこと 

生徒の話を最後まで傾聴し、不安や悩みを受け止め、解決に向けて粘り強く対応する。 

③ 「自信」と「やる気」を引き出す授業づくりに努めること 

生徒との信頼関係に基づいた授業を実践し、生徒の「自信」と「やる気」を引き出す。 

④ 心の居場所づくりに努めること 

生徒一人一人が自己存在感を感じられるように、教職員と生徒及び生徒相互の互いのよ

さや可能性が発揮できる人間関係を基に、安心できる心の居場所としての学級づくりに

努める。 

⑤ いじめは許さないという学級風土をつくること 

道徳や学級活動の時間等で、いじめの問題、命の大切さ、規範意識に関わる題材を取り

上げる等、日頃からいじめを許さない学級風土をつくる。 

⑥ 生徒の姿を見つめること 

いじめが起こっていない状態をしっかりと把握し、アンテナを高くして、生徒の少しの

変化も見逃さないように、日頃の生徒一人一人のようすを観察するとともに、学級の様

子にも注意を傾ける。 

⑦互いに個性を認め合う学級経営に努めること 

生徒の不得意なところや身体的な特徴がいじめのきっかけにならないように、生徒一人

一人がそれぞれの違いを個性として認め合うような学級経営に努める。 

⑧ いじめを受けた生徒を最後まで守ること 

いじめを受けた生徒の苦しみを受容し、「いじめられている子どもを守り通す」ことを

言動で示し、毅然とした姿勢で対応する。 

⑨ 生徒や保護者からの声に誠実に答えること 

日頃から、いじめられている子どもやその保護者の立場に立ち、誠実に解決しようとす
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る姿勢や態度を示し、信頼関係の構築を心がける。 

 

２ いじめの防止 

⑴  基本的な考え方 

・ いじめはどのこどもにも起こりうる、どのこどもも被害者にも加害者にもなりうること

を踏まえ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、全教職員で取り組む。 

・ 生徒同士、生徒と教職員の信頼関係を築く。 

・ 生徒が互いに認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出せるよう支援する。 

・ 未然防止の取組が成果を上げているかは、日常的に生徒の行動を把握したり、定期的な

アンケートや生徒の欠席日数などで検証したりし、改善点について等を検討し、ＰＤＣ

Ａサイクルに基づく取組を継続する。 

⑵ いじめ防止のための措置 

①  いじめについての共通理解を図ること 

・ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、生徒指導

部会や教育相談部会等で確認するなど、日頃から教職員全体の共通理解を図る。 

・ 全校集会や学級活動等で校長や教職員が日常的にいじめ問題について取り上げること

で、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体で醸成する。 

②  いじめに向かわない態度・能力を育成すること 

・ 道徳教育や人権教育を充実するとともに、読書活動・体験活動を推進し、社会性を育

む。 

・ 社会体験・生活体験などを通して、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな心を培

う。 

・ 教育活動全体を通じて、自他を認め、互いの人格を尊重することにより、ストレスを

コントロールする能力やコミュニケーション能力を育む。 

③  いじめを生まないために指導上留意すること 

・ 授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスにならないよう、「一人残ら

ず学ぶ教室」の授業実践を心がける。 

・ 学級や学年、部活動等の人間関係を把握し、一人一人が活躍できる集団づくりに取り

組む。 

・ 教職員の不適切な言動によって、生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがな

いよう細心の注意を払って指導する。 

・ 教職員として「いじめられる側にも問題がある」という認識を絶対にしない。 

・ 生徒が持つ特性等について適切に理解したうえで、指導に当たる。 

④  自己有用感や自己肯定感を高めること 

・ 教育活動全体を通して、生徒一人一人が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取るこ

とができる機会を提供できるように努める。 
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⑤  生徒自らがいじめ防止・撲滅について考える取組 

・ 児童会・生徒会を中心に、生徒自身がいじめの防止を訴える取組を行う。 

・ 生徒が活動の意義を理解し、主体的に参加できているか、教職員が確認しながら適宜

支援をしていく。 

 

３ いじめの早期発見 

⑴ 基本的な考え方 

・ いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って

行われたりするなど、気付きにくい形で行われることを共通理解する。 

・ 些細な兆候を見逃さず「いじめではないか」との疑いを持ち、隠したり軽視したりす

ることなく複数の教職員で関わり、積極的に認知する。 

・ グループ内のいじめでは被害者の訴えがないことが多いため、常日頃より生徒の動きを

細かく観察する。 

⑵ いじめ早期発見のための取組 

①  アンケート 

・ 年間 5 回以上、アンケートを行い、いじめの実態や学校生活での様子を把握する。 

② 教育相談体制 

・ 定期的な教育相談によりいじめの実態の把握に努める。 

・ 教職員と生徒の日常のコミュニケーションを大切にし、いじめについて相談雰囲気を

つくる。 

・ 教職員と保護者の好ましい人間関係づくりに努め、いじめに関して相談しやすい雰囲気

を作る。 

・ 生徒が誰にでも相談できるような体制づくりを行う。 

 

４ いじめに対する措置 

⑴ 基本的な考え方 

・ 発見や通報等によっていじめと思われる言動を認知した場合は、特定の教職員で抱え込

まず、速やかに管理職に報告し、組織で対応する。 

・ 被害生徒を守り通すとともに、加害生徒には「いじめは絶対に許さない」ことを指導

する。 

・ 全教職員の共通理解の下、護者の協力を得て、関係機関と連携し対応する。 

⑵ いじめの発見・通報を受けたときの対応 

・ 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、すぐにその行為を止め

る。 

・ 生徒や保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾

聴する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。 
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・ 発見、通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、速やかに管理職に報告する。 

・ 速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実を確認する。 

(3) いじめられた生徒又はその保護者への対応 

・ 生徒から、事実関係の聴き取りを行う。 

・ 生徒や保護者に「最後まで守り抜くこと」や「秘密を守ること」をはっきりと伝え

る。 

・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。 

・ 生徒にとって信頼できる友人や教職員、家族等と連携して支える。 

・ 状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの協力を得

る。 

・ 謝罪や事後の行動観察の結果、いじめが解消したと思われる場合でも、見守りは継続

する。 

(4) いじめた生徒への指導又はその保護者への助言 

・ 生徒から事実関係の聴き取りを行う。 

・ いじめとして認知した場合、組織で速やかに対応する。 

・ 聴き取った内容を保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得る。 

・ 保護者と連携した適切な対応ができるよう協力を求めるとともに、継続的な助言を行

う。 

・ 組織として毅然とした指導を行い、いじめは絶対に許されない行為であることを理解さ

せる。 

・ 生徒が抱える問題にも目を向け、いじめを繰り返さないよう継続的に指導・支援す

る。 

(5) いじめが起きた集団への働きかけ 

・ 知らなかった生徒や傍観していた生徒に対しても、自分の問題として捉えるように指導

する。 

・ いじめをやめさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。 

・ はやしたてたり、同調したりする行為は、いじめに加担する行為であることを理解さ

せる。 

・ 教育活動全体を通して、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しなければならな

いという態度を育む。 

(6) インターネットを通じて行われるいじめ対策  

・生徒対象に携帯電話やスマートフォンなどを適切に使うためのモラルやマナー、利用の

ルールなどについて講演会を実施する。 

・学級指導や学年集会等で情報モラル教育を推進する。 

 

５ 重大事態への対処  
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(1) 重大事態の発生と調査（法第２８条） 

①重大事態の意味 

・法第２８条がいう「いじめにより」とは、各号に規定する生徒の状況に至る要因が当 

該生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。 

・法第２８条第１項第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを

受ける生徒の状況に着目して判断する。 

・例えば、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒が自殺を企図した場合 ○ 身体に重大な傷害を負った場合 ○ 金品等に重大な

被害を被った場合 ○ 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。 

・法第２８条第１項第２号の「相当の期間」については、国の基本方針では不登校の定義 

を踏まえ、年間３０日を目安としている。ただし、日数だけでなく、生徒の状況等、

個々のケースを十分把握する必要がある。  

・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その

時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたと

しても、重大事態ととらえる必要がある。 

・学校は、重大事態の意味をふまえ、個々のケースを十分把握したうえで重大事態かどう 

かを判断し、報告・調査等に当たる。 

② 重大事態の報告 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

法第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以 

下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す 

るため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の 

使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を 

行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生 

じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席することを余 

儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当 

該調査に係るいじめを受けた生徒等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態 

の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項 

の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うも

のとする。 
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学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに市教委に報告する。 

(ｱ)調査の趣旨及び調査主体 

・法第２８条の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資する 

ために行う。 

(ｲ)調査を行うための組織 

・学校はその事案が重大事態であると判断したときには、当該重大事態に係る 調査を行

うために、速やかにその下に組織を設ける。 

(ｳ)事実関係を明確にするための調査の実施 

・ 「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（い 

つ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情とし 

てどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係

を、可能な限り網羅的に明確にすることである。  

・この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするも

のでないことは言うまでもなく、学校が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同

種の事態の再発防止を図るものである。 

(ｴ)いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合 

・いじめを受けた生徒から可能な限り聴き取った上で、在籍生徒や教職員に対する質問紙

調査や聴き取り調査を行う際、いじめを受けた生徒や情報を提供してくれた生徒を守る

ことを最優先とした調査実施が必要である（例えば、質問票の使用に当たり個別の事案

が広く明らかになり、被害生徒の学校復帰が阻害されることのないよう配慮する等）。 

・調査による事実関係の確認とともに、いじめた生徒への指導を行い、いじめ行為を止め

る。 

・いじめを受けた生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめを受けた生徒の状況に合

わせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等を行う。 

・これらの調査を行うに当たっては、事案の重大性を踏まえて、関係機関ともより適切に

連携するなどして、対応に当たる。 

(ｵ)いじめを受けた生徒からの聴き取りが不可能な場合 

・生徒の入院や死亡など、いじめを受けた生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該生

徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議

し、調査に着手する。 

・調査方法としては、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などが考えら

れる。 

③ 自殺の背景調査における留意事項 

・生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自殺 

防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施することが必要である。 

・この調査においては、亡くなった生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証
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し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行うことが必要

である。 

・いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、法第２８条第１項に 

定める調査に相当することとなり、その在り方については、次の事項に留意し、「児 

童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」（平成２３年３月 生徒の自殺予防に 

関する調査研究協力者会議）を参考とするものとする。 

・背景調査に当たり、遺族が、当該生徒を最も身近に知り、また、背景調査につ 

いて切実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、でき

る限りの配慮と説明を行う。 

・在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。 

・死亡した生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、本校は、

遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調

査の実施を提案する。 

・詳しい調査を行うに当たり、本校は、遺族に対して、調査の目的・目標、調査を行う組

織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取扱い、遺族に対する説明の在

り方や調査結果の公表に関する方針などについて、できる限り遺族と合意しておくこと

が必要である。 

・背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限り偏

りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定の

資料や情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行う。 

・客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響につい

ての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求めることが必要で

あることに留意する。 

・本校が調査を行う場合においては、市教育委員会から情報の提供について必要な指導及

び支援を受ける。 

・情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮の上、正確で一貫した情報提供

が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切な対応がなか

ったと決めつけることや、断片的な情報で誤解を与えることのないよう留意する。 

・亡くなった生徒の尊厳の保持や、生徒の自殺は連鎖（後追い）の可能性があることなど

を踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要である。 

④ その他留意事項 

・重大事態が発生した場合に、関係のあった生徒が深く傷付き、本校全体の生徒や保護者

や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が 

流れたりする場合もある。本校は、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校 

生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプ

ライバシーへの配慮に留意する。 
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(2) 調査結果の提供及び報告 

①いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する責任 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

・法第２８条第２項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行 

ったときは、当該調査に係るいじめを受けた生徒等及びその保護者に対し、当該調査に

係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

・いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する

責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係（いつ（いつ頃か

ら）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景・事情や生徒の人

間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなど）につ

いて、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。 

・情報の提供に当たっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人

情報に十分配慮し、適切に提供する。 

・調査を行う際、市教委から情報提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支

援を受ける。 

②調査結果の報告 

・本校の調査結果については、市教育委員会に報告する。 
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＜資料＞いじめ問題への取組に関する点検票 

 いじめは、決して許されないことであり、また、どの子どもにも、どの学校でも起こり

得る。本校では、具体的に点検すべき項目を「①指導体制」「②日常的指導」「③直接的

指導」「④早期発見・早期対応」「⑤保護者との連携」の５つの観点に分類したチェック

ポイントに対し、定期的に点検・評価を行う。 

 

①

指

導

体

制 

 

 

 

□ いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に一致協力して対応しているか。 

□ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて職員会議などの場で 

  取り上げ、教職員間の共通理解を図っているか。 

□ いじめの問題について、特定の教員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、学校全体 

で対応する体制が確立しているか。 

□ 教員一人一人が、いじめの理解や指導法、生徒理解などに関する校内研修を通じて教員の資質 

向上に取り組んでいるか。 

 

 

②

日

常

的

指

導 

 

 

 

 

□ 学校全体として、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努めてい

るか。特に、「いじめは人間として許されない」との強い認識に立って指導に当たっているか。 

  また、いじりもいじめとしてとらえ、指導に当たっているか 

□ 学校全体として、校長をはじめ各教師がそれぞれの指導場面においていじめの問題に関する指導

の機会を設け、積極的に指導を行うよう努めているか。 

□ 道徳や学級活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行われているか。 

□ 学級活動や生徒会活動や学校行事などにおいて、いじめの問題とのかかわりで適切な指導助言が

行われているか。 

□ 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、 

  細心の注意を払っているか。 

 

 

③

指

導

体

制 

 

□ いじめを行う生徒に対しては、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連

携による措置も含め、毅然とした対応を行うこととしているか。 

□ いじめられる生徒に対し、心のケアやさまざまな弾力的措置など、いじめから守り通すための対

応を行っているか。 

□ いじめが解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指導を行っ

ているか。期発見・早期対応 
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④

早

期

発

見

・

早

期

対

応 

 

□ 生徒の生活実態について、聞取りや質問紙調査を行うなど、きめ細かく把握に努めているか。 

□ いじめの把握に当たっては、学年や養護教諭などの教員間やさわやか相談員やスクールカウンセ

ラーなど学校内の専門家との連携に努めているか。 

□ 生徒が発する危険信号を見逃さず、その一つ一つに的確に対応しているか。 

□ いじめについて訴えなどがあったときは、問題を軽視することなく、保護者や友人関係等からの

情報収集等を通じて事実関係の把握を正確にかつ迅速に行い、事実を隠蔽することなく、的確に

対応しているか。 

□ 校内に生徒の悩みや要望を積極的に受け止めることができるような教育相談の体制が整備され、

適切に機能しているか。 

□ 学校における教育相談について、保護者にも十分理解され、保護者の悩みに応えることができる

体制になっているか。 

 

⑤

家

庭

・

地

域

社

会

と

の

連

携

対

応 

 

 

□ いじめの問題解決のため、教育委員会との連絡を密にするとともに、必要に応じ、鶴ヶ島市教育

センター、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連携協力を行っているか。 

□ 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて教育センターなどの専門機関との連携が図られてい

るか。 

□ 教育センター、人権相談所、児童相談所等学校以外の相談窓口について、周知や広報の徹底が行

われているか。 

□ 家庭や地域に対して、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを

通じて、家庭との緊密な連携協力を図っているか。 

□ いじめが起きた場合、学校として、家庭との連携を密にし、一致協力してその解決に当たってい

るか。いじめの問題について、学校のみで解決することに固執しているような状況はないか。 

□ PTA や地域の関係団体等とともに、いじめ問題について協議する機会を設け、いじめの根絶に向

けて地域ぐるみの対策を進めているか。 
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